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「事故防止の取組強化及び認可外保育施設支援等事業の実施について」の 

一部改正について 

 

事故防止の取組強化及び認可外保育施設支援等事業については、平成２９年４月２

８日雇児発０４２８第４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「事故防止の取組

強化及び認可外保育施設支援等事業の実施について」（以下「通知」という。）により

行われているところであるが、今般、通知の一部が別紙新旧対照表のとおり改正され、

平成３１年４月１日から適用することとされたので通知する。 

 


